
会 長 局 長 係 員

令和８年第２回

小坂町農業委員会会議録

令和８年２月５日（金）１４時００分役場会議室において招集した。

１. 出席委員（１０人）は次のとおりである。

１番 安 保 清 栄 ２番 中 村 修太郎 ３番 阿 部 龍 平

４番 小 舘 康 弘 ５番 木 村 功 ６番 宮 舘 秀 樹

７番 奈 良 延 浩 ８番 本 田 立 子 ９番 中 村 仁

10番 亀 田 静 子

２. 欠席委員（０人）は次のとおりである。

３. 本会に出席した事務局職員は次のとおりである。

事務局長 岩 澤 秀 一

局長補佐 中 村 長 裕

事務局員 田 中 晃 大

４. 本会の書記は次のとおりである。

事務局員 田 中 晃 大

５. 議長において指名して定めた会議録署名委員は次のとおりである。

３番 阿 部 龍 平 ４番 小 舘 康 弘

６. 会議に付した案件は次のとおりである。

日程第１ 報告 第４号 県北地区農業委員会会長会研修について

第５号 土地賃借料の変更について

第６号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

第７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

日程第２ 議案 第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃借権）

第４号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権）

第５号 農地法第５条の規定による許可申請について

（１４：００）

議 長 それでは、これから令和８年第３回の総会を始めたいと思います。

(亀田) 事務局より出席状況について、報告をお願いいたします。

事務局 現時点で１０名出席です。



議 長 只今の出席者は１０名です。よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の

規定による定数に達しておりますので、本日の会議を開会いたします。

本日の会議録署名委員を指名いたします。３番、阿部龍平委員、４番、小舘康弘委

員の両名を指名いたします。

（１４：０１）

議 長 では、本日の議事に入ります。

本日の議事日程は１ページのとおりです。

日程第１、報告第４号について、事務局より説明を求めます。

事務局 報告第４号を説明いたします。

資料は２ページから１８ページです。

２月２０日に県北地区会長会研修会があり、町からは亀田会長、宮舘委員、岩澤事

務局長が参加してきました。研修会は大潟村へ出向き、あきたこまち生産協会の施設

見学と涌井会長から講話を受けてきました。

協会では、全国から米を集荷し、米粉、パックご飯、米粉からのパスタなどへ加工

し多種多様な商品を出荷しているとのことでした。また、食品の安全性を確保するた

め自社へ検査室を設けて、あらゆるチェックを行っているようです。

簡単ですが、以上で報告第４号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：０２）

再開します。

（１４：１５）

議 長 報告第４号について質問等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第４号を終了します。

（１４：１５）

議 長 続いて、報告第５号について、事務局より説明を求めます。

事務局 報告第５号を説明いたします。

資料は１９ページから２２ページです。

農業公社から土地賃借料の変更に伴う同意があった旨の通知がありました。

通知があったのは、資料２１ページにるとおりです。その内容は、令和２年３月６

日付けで利用集積計画で設定された土地の賃借料についてについて令和８年２月４日

付けで変更することに同意したとなっています。

以上で報告第５号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：１６）



再開します。

（１４：１６）

報告第５号について質問等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第５号を終了します。

（１４：１６）

議 長 次に、報告第６号について説明をお願いします。

事務局 報告第６号を説明します。

資料は２３ページから４４ページです。

農地法第３条の３の規定による相続の届出が２件ありました。

１件目は、荒谷地区の方からで、畑８筆１０，３２０㎡と田んぼ２筆５，５６９㎡

の合計１０筆１５，８８９㎡です。田んぼ２筆は七滝ファームと貸し借りをしており

ますが、畑については自作地となってます。あっせん希望について「有」となってお

り、今後も継続して貸し借りを行い、できれば売買を希望しているとのことでした。

２件目は細越地区の方です。畑６筆５，１５５㎡と田んぼ３５筆３４，１７９㎡の

合計４１筆３９，３３４㎡です。農地は全て自作地となっており、あっせんの希望は

なしとなっています。

以上で、報告第６号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：１８）

再開します。

（１４：２６）

議 長 報告第６号について質問等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第６号を終了します。

（１４：２６）

議 長 続いて、報告第７号について説明をお願いします。

事務局 報告第７号を説明します。

資料は４５ページから５４ページです。

農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知がありました。

この件については、昨年８月の総会で賃貸借の許可を出した農地で畑３４筆１７ヘ

クタールです。合意の日は２月２０日で農地の引き渡しの時期は４月です。



半年足らずで解約となった経緯についてですが、砂子沢地区で木村功委員ほか２５

名の共有名義で所有となっている当該地について、地区住民の高齢化が進み、今後様

々な面で同意を得て事業を行うことが困難な状況となってきているとのことでした。

実際、今回の申請にあたっても施設入所者がいたり、県外居住者、海外居住者と連絡

を取るのにも時間を要するようになってきているとのことです。

この先、さらに高齢化が進み、期限が来て返還された場合、農地として耕作するこ

とが困難であることが容易に想像できることから、共有名義の土地であるため登記情

報がはっきりしていて所有者と連絡がつく状況の今のうちに当該地を解約し、売買に

より財産を処分したいとのことでした。

なお、この解約した土地について、本日の議案第４号で農地法第３条による所有権

移転で申請が出ており、審議いただきたく案件として上程しています。

以上で、説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：２８）

議 長 再開します。

（１４：２９）

議 長 報告、第７号について質問等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第７号を終了します。

（１４：２９）

議 長 次に、日程第２、議案第３号についてですが、４番小舘康弘委員が農業委員会等に

関する法律第３１条及び小坂町農業委員会規則第１９条の議事参与の制限に該当する

案件が含まれていますので、退席をお願いします。

それでは、議案第３号について説明をお願いします。

事務局 議案第３号について説明します。資料は５５ページから９５ページです。

農地法第３条の規定による賃借権の申請がありました。

申請は４件です。

１件目から３件目は大地地区で、４番小舘委員が代表理事を務めている北栄ファー

ムさんと個人との賃貸借です。地目は８筆全て田んぼです。合計面積が１０，５０７

㎡です。賃借料は１０アールあたり６０ｋｇ、契約期間は令和８年４月１日から令和

１８年３月３１日までの１０年間です。

４件目は砂子沢地区の農地で個人と個人による賃貸借申請です。

農地は田んぼで２筆、合計面積が６，５７３㎡です。賃借料は１０アールあたり８，

０００円で契約期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間で

す。

以上、議案第３号について説明を終了します。



議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：３２）

再開します。

（１４：３４）

議案、第３号について質問等ありますか。

なしの声あり。

それでは、議案第３号について、全て原案のとおり許可することで終了します。

（１４：３４）

議 長 ここで、暫時休憩します。

事務局は４番 小舘委員を呼んできてください。

再開します。

次の議案第４号についてですが、当該案件については、５番木村功委員が議事参与

の制限に該当しますので、退席をお願いします。

それでは、議案第４号について説明をお願いします。

事務局 議案第４号について説明します。

資料は９６ページから３２２ページです。

先ほど報告第７号で合意解約した農地について、農地法３条による売買で所有権移

転するための申請となります。

譲渡人は砂子沢地区の共有名義で５番木村功委員他２５名です。譲受人は株式会社

ポークランドです。畑３５筆で合計面積が１８６，５０４．３３㎡です。先ほどの解

約した際と若干面積が違うのは、４６番地が追加になったことと４５－１番地につい

て任意で分筆して一部を賃貸借してあった土地を本来の１筆に戻した面積になったた

め１．６ヘクタールほど増えています。地番と面積の詳細の一覧は１０５ページに記

載があります。譲渡の時期は合意解約の引き渡しが４月だったので同日付になるとの

ことです。また、売買金額について、元々、賃貸契約してあった金額が１０アールあ

たり２，０００円でしたので、それを基にはじき出した金額とのことでした。

売買後の会社の農地の管理についてですが、これまでも案件が出てくるたびに色々

と条件を付すなど問題になっています。しかし、他の管理している農地ではそれなり

の作物を作付けするなどしているところもあります。譲渡する側の高齢化等の問題も

あり、なんとも言えない状態であると思います。この農地については、農地パトロー

ルを強化するなどしながら見守って行ければと思います。

以上で議案第４号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：３９）



再開します。

（１４：４４）

議案、第４号について質問等ありますか。

なしの声あり。

それでは、議案第４号について、原案のとおり許可することで終了します。

（１４：４４）

ここで、暫時休憩します。

事務局は５番 木村委員を呼んできてください。

再開します。

次に、議案第５号について事務局より説明をお願いします。

事務局 議案第５号を説明します。

資料は３２３ページから３３４ページです。

農地法第５条による所有権移転の許可申請です。申請地は上小坂地区です。地目は

畑で、面積は９０８．１５㎡です。所有権移転後の転用目的は自宅間口の拡張と住宅

密集地にあることから雪捨て場の確保ということです。現況から判断して、この農地

については第３種農地と判断できると思われます。また、周辺に農地が無いことから

周辺の農地へ悪影響を与える心配も無いと思われます。

なお、転用予定のこの土地について、一部町道の拡幅工事にかかるため、測量後の

面積での申請となっています。登記の証明書は添付しておりませんが、町の建設課か

ら譲渡人本人の土地であることは確認しております。

この案件については、面積が３０アール未満であることと第３種農地であると判断

できることから県の農業会議に諮ること無く、町の判断でよいとの見解を農業会議よ

りいただいています。

余談ですが、町道の拡幅工事の時期について、全ての地権者と合意がまだされてい

ないことから、いつの着工になるかまだはっきりしていないとのことでしたが、令和

８年度中、もしくは遅くても令和９年度の早い段階で工事には入れるのではないかと

のことでした。

以上で、議案第５号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

議 長 （１４：４７）

(亀田)

再開します。

事務局 （１４：５０）

議 長 議案、第５号について質問等ありますか。



なしの声あり。

それでは、議案第５号について、許可することで終了します。

（１４：５０）

議 長

これで本日の議案はすべて終了しましたので、ただいまを持ちまして第３回総会を

終了します。ありがとうございました。

（１４：５０）

上記会議録が真正であることを証明するため署名する。

小坂町農業委員会会長 亀田静子

署 名 委 員 阿部 龍平

署 名 委 員 小舘 康弘


